
入札公告 
 
下記のとおり、一般競争入札に付します。 

 
記 

１．競争入札に付する事項等 
（１）件名 標準共済システム（第三世代）のプログラム保守等及びセンタ運用支援業務

の委託 
（２）業務内容等 仕様書のとおり 
（３）委託期間 契約締結の日から令和 9 年 3 月 31 日まで 
（４）入札説明会の日時及び場所 
令和 8 年 5 月 22 日（金）午前 11 時 00 分 
東京都千代田区霞が関１－２－２ 厚生労働省第二共済組合本部 
（５）入札書の提出期限 
令和 8 年 6 月 26 日（金）午前 11 時 00 分（閉庁日を除く。郵送の場合は必着とする。） 
（６）開札の日時及び場所 
令和 8 年 7 月 21 日（火）午前 11 時 00 分 
場所は、上記（４）と同じとする。 
 
２．競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 
（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て 
いるものは、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 
（２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 
（３）令和０７・０８・０９年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）の申請をして

受付された者であること。 
（４）厚生労働省又は他府省等において、指名停止措置等を受けている期間中の者でないこ

と。 
（５）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の

履行が確保される者であること。 
（６）４．の入札説明書の交付を受けない者は、入札に参加できないものとする。 
（７）その他の条件については、１．（４）の入札説明会及び４の場所において説明する。 
３．契約条項等を示す場所 
東京都千代田区霞が関１－２－２ 厚生労働省第二共済組合本部 
電話 03(5253)1111 内線 2669、2648 
４．入札説明書等の交付日時及び場所 



（１）日時 令和 8 年 5 月 7 日（木）～令和 8 年 6 月 25 日（木）（閉庁日を除く） 
午前 10 時 00 分～午後 0 時 00 分及び午後 1 時 00 分～午後 5 時 00 分 
（２）場所 ３．に同じ 
５．入札保証金及び契約保証金 
免除する。 
６．入札書の記載金額 
落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額（1 円 
未満の端数が生じた場合は，その端数金額を切り捨てた金額。）とするので、入札者は，消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格の 110 分の

100 に相当する金額を入札書に記載すること。 
なお、当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を記載しないものとする。 
７．入札書の無効 
本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反し

た入札は、無効とする。 
８．契約書作成の要否 
契約締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 
 
令和 8 年 5 月 7 日 
法務省共済組合本部長 法務事務次官         森 本   宏 
 
（連名契約担当者） 
衆議院共済組合本部長 衆議院事務総長        築 山 信 彦 
参議院共済組合本部長 参議院事務総長         伊 藤 文 靖 
内閣共済組合本部長 内閣府事務次官          井 上 裕 之 
総務省共済組合本部長 総務事務次官         原   邦 彰 
外務省共済組合本部長 外務事務次官          船 越 健 裕 
財務省共済組合本部長 財務事務次官         新 川 浩 嗣 
文部科学省共済組合本部長 文部科学事務次官      増 子   宏 
厚生労働省共済組合本部長 厚生労働事務次官     伊 原 和 人 
農林水産省共済組合本部長 農林水産事務次官     渡 邊   毅 
経済産業省共済組合本部長 経済産業事務次官     藤 木 俊 光 
国土交通省共済組合本部長 国土交通事務次官     水 嶋   智 
防衛省共済組合本部長 防衛事務次官         大 和 太 郎 
裁判所共済組合本部長 最高裁判所事務総長      氏 本 厚 司 
会計検査院共済組合本部長 会計検査院事務総長    宮 川 尚 博 
刑務共済組合本部長 法務省矯正局長         日 笠 和 彦 



厚生労働省第二共済組合本部長  厚生労働事務次官   伊 原 和 人 
林野庁共済組合本部長 林野庁国有林野部長      長﨑屋 圭 太 
国家公務員共済組合連合会 
職員共済組合本部長 常務理事            小 津   敦 

以上 


